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国民健康保険加入の世帯に医療費の状況をお伝えするため、定期的に「医療費通知（はがき）」を送付しています。確定

申告で医療費控除を受けるときに、この医療費通知を添付することで、「医療費控除の明細書」の記入を簡略化すること

ができます。

希望者に限り、2月下旬以降に１月～12月診療分の医療費のお知らせの発行を予定しています。希望する人は住民

人権課の窓口で申請を行ってください。また、医療費通知に記載のない医療費を申告する場合は、領収書を基に、ご自

身で医療費控除の明細書の作成が必要です。

なお、医療費控除の詳しい内容については、大垣税務署または国税庁のホームページでご確認ください。

※10月～12月診療分の医療費通知は、２月末 ごろ発送予定です。

〇申請に必要なもの

・国民健康保険証

・印鑑（朱肉を使用するもの）

問住民人権課 �32―1104

国民健康保険医療費通知（医療費のお知らせ）について

国民年金保険料（以降 年金保険料）は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。

平成31年１月１日から令和元年９月30日までの間に国民年金保険料を納付された人には、11月上旬に日本年金機構

から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が既に送られております。（令和元年10月１日から同年12月31日まで

の間に国民年金保険料を納付した人に対しては令和２年２月上旬に送られます。）

確定申告の際に社会保険料控除を受ける場合は必ずこの控除証明書（または領収証書）を添付してください。

問大垣年金事務所 �78―5166

■弁護士と臨床心理士による相談会を開催します■
多様な社会情勢の中でさまざまなトラブルに巻き込まれることにより、人はこころの

健康に支障をきたし「うつ病」や「自殺」などに追い込まれることがあります。

たとえば・・・

生活苦、雇用、解雇、借金、連帯保証人、多重債務、家族関係、犯罪被害、いじめ、など

弁護士や臨床心理士などの専門家に相談することで、解決の糸口が見つかるかもしれません。

また、心の負担を軽くすることができるかもしれません。お気軽にご利用ください。

法法法法律律律律とととと
こここここここころろろろのののの
相相相相談談談談会会会会

開 催 日 時 会 場・時 間

３月６日（金）13時～16時

相談時間は１件につき45分です。

大垣市江崎町422－3

西濃保健所（西濃総合庁舎）２階 西２－１会議室

※相談は３件までです。予約でいっぱいになるとお断りする場合があります。

★相談は予約制です。（申込時に時間をお知らせします）

★相談は無料・秘密厳守です。

問 申西濃保健所 健康増進課 保健予防係 �73―1111（内線291）

国民年金保険料は社会保険料控除の対象です！


